
■ 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン（平成19年3月経済産業省改正）からの抜粋資料ー安全管理措置 ■

組織的安全管理措置とは、安全管理について従業者（法第２１条参照）の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書（以下「規
程等」という。）を整備運用し、その実施状況を確認することをいう。

【組織的安全管理措置として講じなければならない事項】
①個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備
②個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用
③個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備
④個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善
⑤事故又は違反への対処

【各項目を実践するために講じることが望まれる手法の例示】

□ 従業者の役割・責任の明確化
＊個人データの安全管理に関する従業者の役割・責任を職務分掌規程、職務権限規程等の内部規程、契約書、職務記述書等に具体的に定めるこ
とが望ましい。

□ 個人情報保護管理者（いわゆる、チーフ・プライバシー・オフィサー（ＣＰＯ））の設置

□ 個人データの取扱い（取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等の作業）における作業責任者の設置及び作業
担当者の限定

□ 個人データを取り扱う情報システム運用責任者の設置及び担当者（システム管理者を含む）の限定

□ 個人データの取扱いに係わるそれぞれの部署の役割と責任の明確化

□ 監査責任者の設置

□ 監査実施体制の整備

□ 個人データの取扱いに関する規程等に違反している事実又は兆候があることに気づいた場合の、代表者等への報告連絡体制の整備

□ 個人データの漏えい等（漏えい、滅失又はき損）の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合の、代表者等への報告連絡体
制の整備
＊個人データの漏えい等についての情報は代表窓口、苦情処理窓口を通じ、外部からもたらされる場合もあるため、苦情の処理体制等との連携
を図ることが望ましい。（法第３１条を参照のこと）

□ 漏えい等の事故による影響を受ける可能性のある本人への情報提供体制の整備

□ 漏えい等の事故発生時における主務大臣及び認定個人情報保護団体等に対する報告体制の整備

□ 個人データの取扱いに関する規程等の整備とそれらに従った運用

□ 個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程等の整備とそれらに従った運用
＊なお、これらについてのより詳細な記載事項については、下記の【個人データの取扱いに関する規程等に記載することが望まれる事項の例】
を参照。

□ 個人データの取扱いに係る建物、部屋、保管庫等の安全管理に関する規程等の整備とそれらに従った運用

□ 個人データの取扱いを委託する場合における受託者の選定基準、委託契約書のひな型等の整備とそれらに従った運用

□ 定められた規程等に従って業務手続が適切に行われたことを示す監査証跡※の保持
※保持しておくことが望まれる監査証跡としては、個人データに関する情報システム利用申請書、ある従業者に特別な権限を付与するための権
限付与申請書、情報システム上の利用者とその権限の一覧表、建物等への入退館（室）記録、個人データへのアクセスの記録（例えば、だれが
どのような操作を行ったかの記録）、教育受講者一覧表等が考えられる。

□ 個人データについて、取得する項目、明示・公表等を行った利用目的、保管場所、保管方法、アクセス権限を有する者、利用期限、その他個人
データの適正な取扱いに必要な情報を記した個人データ取扱台帳の整備

□ 個人データ取扱台帳の内容の定期的な確認による最新状態の維持

組織的安全管理措置（赤字部分は新ガイドラインで表現や内容が変更された部分です。）

①「個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備」を実践するために講じることが望まれる手法の例示

②「個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用」を実践するために講じることが望まれる手法の例示

③「個人データの取扱い状況を一覧できる手段の整備」を実践するために講じることが望まれる手法の例示
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